
亀 山 市 公 告 第 １ 号  
次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 亀 山 市 契 約 規 則 （ 平 成

１ ８ 年 亀 山 市 規 則 第 ５ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 ４ 条 の 規

定 に よ り 公 告 す る 。  
平 成 ２ ７ 年 １ 月 ７ 日  
             亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 
１  入 札 に 付 す る 業 務 委 託 の 概 要  
（ １ ） 業 務 委 託 名  

博 物 館 資 料 収 蔵 庫 エ キ ヒ ュ ー ム S く ん 蒸 業 務 委 託  
（ ２ ） 業 務 場 所  
   亀 山 市 野 村 一 丁 目 地 内  
（ ３ ） 業 務 概 要  

博 物 館 資 料 収 蔵 庫 内 お よ び 収 蔵 資 料 に 生 息 す る 生 物 、 カ

ビ を 、 エ キ ヒ ュ ー ム S を 用 い て く ん 蒸 す る こ と に よ り 、 殺

虫 、 殺 卵 、 殺 菌 を 行 う 。  

（ ４ ） 委 託 業 務 期 間  

契 約 締 結 日 か ら 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ ０ 日 ま で  

（ ５ ） く ん 蒸 作 業 実 施 日  

平 成 ２ ７ 年 ３ 月 １ ９ 日 か ら 同 年 ３ 月 ２ ５ 日  

（ ６ ） 競 争 参 加 資 格 事 後 審 査 方 式  

本 業 務 委 託 は 、 競 争 参 加 資 格 の う ち 建 設 業 許 可 業 種 等 の

基 本 項 目 を 入 札 前 に 審 査 し 、 そ の 他 の 参 加 資 格 を 開 札 後 に

審 査 す る 事 後 審 査 方 式 の 業 務 委 託 と す る 。  
２  競 争 参 加 資 格 に 関 す る 事 項  

本 業 務 委 託 の 入 札 に 参 加 で き る 者 は 、 公 告 の 日 か ら 落 札 決

定 日 ま で の 間 に お い て 、 別 表 及 び 次 に 掲 げ る 条 件 を す べ て 満

た し て い る 者 と す る 。  
（ １ ） 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７

条 の ４ の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  
（ ２ ） 規 則 第 ２ 条 第 ５ 項 の 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 登 録 さ れ て い

る 者 で あ る こ と 。  
（ ３ ） 亀 山 市 建 設 工 事 等 に 係 る 指 名 停 止 措 置 要 綱 （ 平 成 １ ７ 年

亀 山 市 告 示 第 ６ 号 ） に よ る 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 の



者 で な い こ と 。  
（ ４ ） 手 形 交 換 所 か ら 取 引 停 止 処 分 を 受 け る 等 、 経 営 状 態 が 著

し く 不 健 全 な 者 で な い こ と 。  
（ ５ ） 会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） に 基 づ く 会 社

更 正 手 続 開 始 若 し く は 更 正 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い

る 場 合 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） に 基

づ く 再 生 手 続 開 始 若 し く は 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ

て い る 場 合 に あ っ て は 、 一 般 （ 指 名 ） 競 争 入 札 参 加 資 格 の

再 審 査 に 係 る 認 定 を 受 け て い る こ と 。  
（ ６ ） く ん 蒸 作 業 に 従 事 す る 者 （ 以 下 「 作 業 員 」 と い う 。 ） の

資 格 お よ び 実 績 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た し て い る

こ と 。  
  ア  作 業 員 を 指 揮 監 督 す る 者（ 以 下「 作 業 責 任 者 」と い う 。）

に あ っ て は 、 文 化 財 虫 菌 害 防 除 作 業 主 任 者 及 び 労 働 安 全

衛 生 法 の 規 定 に 定 め る 特 定 化 学 物 質 等 作 業 主 任 者 、 毒 物

劇 物 取 扱 責 任 者 の 資 格 を 持 ち 、 １ ０ 年 以 上 の く ん 蒸 処 理

経 験 を 有 す る こ と 。  
  イ  作 業 員 は 、 全 て く ん 蒸 処 理 の 経 験 を 有 す る 者 と し 、 半

数 以 上 は ５ 年 以 上 の く ん 蒸 処 理 経 験 を 有 す る こ と 。  
３  入 札 手 続 等  
（ １ ） 仕 様 書 の 配 付 等  

ア  仕 様 書 は 、 次 の と お り 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  
（ ア ） 閲 覧 期 間  

平 成 ２ ７ 年 １ 月 ７ 日 （ 水 ） か ら 同 月 １ ５ 日 （ 木 ） ま

で （ 火 曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時

１ ５ 分 ま で  
（ イ ） 閲 覧 場 所  

亀 山 市 若 山 町 ７ 番 ３ ０ 号  亀 山 市 歴 史 博 物 館  
電 話 ０ ５ ９ ５ － ８ ３ － ３ ０ ０ ０   

イ  配 布 資 料  
（ ア ） 公 告 の 写 し  
（ イ ） 入 札 心 得  
（ ウ ） 配 置 予 定 の 主 任 技 術 者 等 の 資 格 表  
（ エ ） 参 加 資 格 確 認 申 請 書  



（ オ ） 質 問 書  
（ ２ ） 入 札 に 関 す る 質 問  

当 該 入 札 に 対 す る 質 問（ 設 計 図 書 等 の 内 容 に 関 す る も の を

含 む 。）が あ る 場 合 は 、次 の と お り 書 面 に よ り 提 出 す る こ と 。  
  な お 、 電 話 ・ 口 頭 等 個 別 で は 受 け 付 け な い 。  
ア  質 問 書 の 提 出  
（ ア ） 提 出 期 間  平 成 ２ ７ 年 １ 月 ７ 日 （ 水 ） か ら 同 月 １ ９

日 （ 月 ） ま で （ 火 曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か

ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  
（ イ ） 提 出 場 所  

〒 ５ １ ９ － ０ １ ９ ５  亀 山 市 若 山 町 ７ 番 ３ ０ 号   
亀 山 市 歴 史 博 物 館  
電 話 ０ ５ ９ ５ － ８ ３ － ３ ０ ０ ０   
フ ァ ク シ ミ リ ０ ５ ９ ５ － ８ ３ － ３ ３ ３ ４  
メ ー ル r e c e p @ k a m e y a m a r e k i h a k u . j p  

（ ウ ）提 出 方 法  持 参 、郵 送 、フ ァ ク シ ミ リ 又 は 電 子 メ ー ル

に て 受 け 付 け る 。た だ し 、フ ァ ク シ ミ リ 又 は 電 子 メ ー ル

の 場 合 は 必 ず 着 信 の 確 認 を す る こ と 。  
イ  質 問 に 対 す る 回 答  

回 答 方 法  平 成 ２ ７ 年 １ 月 ２ ２ 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 ま で  
に 、 参 加 意 思 表 明 者 全 員 に フ ァ ク シ ミ リ 又 は 電 子 メ ー ル

に て 行 う も の と す る 。  
（ ３ ） 参 加 資 格 申 請 書 の 提 出  

入 札 参 加 希 望 者 は 、 参 加 資 格 確 認 申 請 書 を 提 出 し て 、 競

争 参 加 資 格 の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
な お 、 期 限 ま で に 参 加 資 格 確 認 申 請 書 を 提 出 し な い 者 又

は 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 は 入 札 に 参 加 す る こ

と が で き な い 。  
ま た 、 開 札 後 に 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 の 入

札 は 無 効 と す る 。  
ア  参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 受 付  
（ ア ） 提 出 期 間   

平 成 ２ ７ 年 １ 月 ７ 日 （ 水 ） か ら 同 月 １ ５ 日 （ 木 ） ま

で （ 火 曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時



１ ５ 分 ま で  
（ イ ） 提 出 場 所   

〒 ５ １ ９ － ０ １ ５ １  亀 山 市 若 山 町 ７ 番 ３ ０ 号   
亀 山 市 歴 史 博 物 館    
電 話 ０ ５ ９ ５ － ８ ３ － ３ ０ ０ ０  

（ ウ ） 提 出 方 法   
持 参 又 は 郵 送 と す る 。  
な お 、 フ ァ ク シ ミ リ 又 は 電 子 メ ー ル に よ る も の は 受

け 付 け な い 。  
（ ４ ） 提 出 書 類 の 内 容 及 び 提 出 時 期  

提 出 書 類 の 内 容 及 び 提 出 時 期 は 、 次 の と お り と す る 。  
ア  参 加 申 請 時 に 提 出 す る 書 類  
参 加 資 格 確 認 申 請 書  

イ  入 札 書 郵 送 時 に 提 出 す る 書 類  
（ ア ） 配 置 予 定 の 作 業 員 の 資 格 に 関 す る 書 類  

ａ  ２ （ ６ ） の 配 置 予 定 の 作 業 員 の 資 格 を 記 載 す る こ

と 。  
ｂ  配 置 予 定 の 作 業 員 は 、 複 数 の 技 術 者 を 記 載 す る こ

と が で き る も の と す る 。 た だ し 、 配 置 予 定 の 作 業 員

の 資 格 の 欄 に 記 載 さ れ て い る 作 業 員 の 追 加 又 は 差 替

は 認 め な い 。  
ｃ  複 数 の 業 務 に つ い て 、 同 一 の 作 業 員 を 重 複 し て 配

置 予 定 の 作 業 員 と す る 場 合 に お い て 、 他 の 業 務 を 落

札 し た こ と に よ り 配 置 予 定 の 作 業 員 を 配 置 で き な く

な っ た と き は 入 札 し て は な ら ず 、 参 加 資 格 確 認 申 請

書 を 提 出 し て い る 者 は 、 直 ち に 資 格 喪 失 届 を 提 出 す

る こ と 。  
な お 、 他 の 業 務 を 落 札 し た に も か か わ ら ず 入 札 を

し た 場 合 は 、 亀 山 市 建 設 工 事 等 に 係 る 指 名 停 止 措 置

要 綱 に 基 づ く 指 名 停 止 を 行 う こ と が あ る 。  
ｄ  作 業 責 任 者 に つ い て は 、 ２ （ ６ ） ア の 資 格 が 分 か

る も の の 写 し を 添 付 す る こ と 。  
ｅ  配 置 予 定 の 作 業 員 と 本 件 の 申 請 書 の 受 付 最 終 日 以

前 に ３ 箇 月 以 上 の 恒 常 的 な 雇 用 関 係 に あ る こ と を 証



す る 書 類 （ 事 業 所 名 及 び 雇 用 期 間 が 明 記 さ れ て い る

健 康 保 険 被 保 険 者 証 等 の 写 し 又 は 後 期 高 齢 者 医 療 制

度 の 適 用 を 受 け て い る 者 に 限 っ て は 技 術 者 雇 用 確 認

書 等 ） を 添 付 す る こ と 。  
   （ イ ） 本 業 務 に 係 る 参 加 資 格 事 前 確 認 通 知 書 の 写 し  
（ ５ ） 競 争 参 加 資 格 の 確 認 項 目  

競 争 参 加 資 格 の 確 認 に つ い て は 、 入 札 前 に 実 施 す る 事 前

条 件 審 査 及 び 開 札 後 に 実 施 す る 参 加 資 格 事 後 審 査 に よ る こ

と と し 、 確 認 す る 項 目 は 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 参 加

資 格 事 後 審 査 に つ い て は 落 札 候 補 者 の み 実 施 す る こ と と す

る 。  
な お 、 く じ に な っ た 場 合 に あ っ て は 、 く じ の 当 選 者 を 落

札 候 補 者 と す る 。  
ア  事 前 条 件 審 査 項 目 は 、 入 札 参 加 希 望 者 の 建 設 業 許 可 業

種 、 地 域 要 件 及 び 同 種 工 事 等 の 基 本 項 目 と す る 。  
イ  参 加 資 格 事 後 審 査 項 目 は 、 ２ （ ９ ） の 配 置 予 定 の 主 任

技 術 者 等 の 資 格 等 を 含 む す べ て の 項 目 と す る 。  
（ ６ ） 競 争 参 加 資 格 事 前 確 認 の 通 知  

参 加 資 格 事 前 確 認 通 知 は 、 原 則 と し て 参 加 資 格 確 認 申 請

書 の 提 出 期 限 の 翌 日 か ら 起 算 し て ５ 日 以 内 に 申 請 者 に 対 し

行 う 。     
な お 、 競 争 参 加 資 格 事 前 条 件 確 認 の 通 知 を 受 け た 者 が 、

落 札 決 定 日 ま で に 競 争 参 加 資 格 を 満 た さ な く な っ た 場 合 は 、

競 争 参 加 資 格 を 取 り 消 す も の と す る 。  
ま た 、 開 札 後 の 参 加 資 格 事 後 審 査 の 結 果 落 札 者 に 対 し て

は 落 札 確 認 書 を 通 知 す る 。  
な お 、 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め た 者 に 対 し て は 参 加 無

資 格 確 認 通 知 書 に よ り そ の 理 由 を 通 知 す る 。  
（ ７ ） 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 に 係 る 注 意 事 項  

ア  参 加 資 格 確 認 申 請 書 及 び 提 出 書 類 の 作 成 に 係 る 費 用 は 、

申 請 者 の 負 担 と す る 。  
イ  提 出 さ れ た 書 類 は 返 却 し な い 。  
ウ  参 加 資 格 事 後 審 査 項 目 に 係 る 提 出 書 類 に つ い て 、 事 後

審 査 時 に そ の 内 容 確 認 が で き な い 場 合 は 、 追 加 資 料 の 提



出 又 は 再 提 出 （ 以 下 「 追 加 提 出 等 」 と い う 。 ） を 求 め る

こ と が あ る 。 た だ し 、 追 加 提 出 等 に つ い て は 開 札 日 の 午

後 ５ 時 １ ５ 分 ま で に 追 加 提 出 等 の 意 思 の 確 認 が さ れ 、 発

注 機 関 が 指 示 し た 提 出 期 限 ま で に 追 加 提 出 等 が さ れ た 場

合 に の み 認 め る も の と す る 。  
ま た 、 亀 山 市 請 負 工 事 業 者 等 指 名 審 査 会 （ 以 下 「 指 名

審 査 会 」 と い う 。 ） に お け る 審 査 で 追 加 提 出 等 を 必 要 と

認 め た 場 合 は 、 上 記 に か か わ ら ず 追 加 提 出 等 を 求 め る こ

と が あ る 。  
な お 、 参 加 資 格 確 認 申 請 書 に 記 載 さ れ て い る 連 絡 先 以

外 の 連 絡 先 へ の 連 絡 を 希 望 す る 場 合 は 、 希 望 す る 連 絡 先

を 明 記 し た も の を 入 札 時 に 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  
（ ８ ） 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め た 者 に 対 す る 理 由 の 説 明  

競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 は 、 競 争 参 加 資 格 が

な い と 認 め た 理 由 に つ い て 、 次 の と お り 説 明 を 求 め る こ と

が で き る も の と す る 。  
ア  請 求 方 法  

説 明 を 求 め る 旨 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し て 行 う も の と

す る 。  
な お 、 書 面 （ 様 式 は 自 由 ） は 持 参 す る も の と す る 。  

イ  説 明 書 の 提 出 期 間  
参 加 資 格 事 前 確 認 通 知 書 又 は 参 加 無 資 格 確 認 通 知 書 の

送 付 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ２ 日 （ 火 曜 日 を 除 く 。 ） 以

内 の 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  
ウ  提 出 場 所  

〒 ５ １ ９ － ０ １ ５ １  亀 山 市 若 山 町 ７ 番 ３ ０ 号   
亀 山 市 歴 史 博 物 館    
電 話 ０ ５ ９ ５ － ８ ３ － ３ ０ ０ ０  

エ  理 由 の 説 明  
指 名 審 査 会 の 審 査 を 経 た う え 、 参 加 資 格 が な い と 認 め

た 理 由 に つ い て 、 説 明 を 求 め る こ と が で き る 期 限 の 日 の

翌 日 か ら 起 算 し て ５ 日 以 内 に 書 面 に よ り 回 答 す る も の と

す る 。  
（ ９ ） 入 札 方 法  



入 札 に 当 た っ て は 、 次 に 示 す ほ か 、 別 に 配 布 す る 入 札 心

得 に よ る も の と す る 。  
ア  入 札 書 は 一 般 書 留 又 は 簡 易 書 留 の い ず れ か に よ り 入 札

書 到 達 日 を 配 達 指 定 日 と し た 上 で 郵 送 に よ り 提 出 す る こ

と 。な お 、郵 送 に 要 す る 費 用 は 入 札 参 加 者 の 負 担 と す る 。  
イ  入 札 書 の 到 達 日 及 び 送 付 先 は 次 の と お り と す る 。  
（ ア ）平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ 日（ 日 ）を 配 達 指 定 日 と す る こ と 。  
（ イ ） 亀 山 市 若 山 町 ７ 番 ３ ０ 号  
   亀 山 市 長 （ 亀 山 市 歴 史 博 物 館 ）  
ウ  入 札 執 行 回 数 は 、 原 則 ２ 回 と す る 。  
エ  落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に

当 該 金 額 の １ ０ ０ 分 の ８ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額

（ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金

額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入

札 書 に 記 載 す る 金 額 は 、 契 約 希 望 金 額 の １ ０ ８ 分 の 
１ ０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 記 載 す る こ と 。  

  オ  本 業 務 委 託 に 係 る 参 加 資 格 事 前 確 認 通 知 書 の 写 し を 同

封 す る こ と 。  
  カ  本 業 務 委 託 に 係 る 業 務 委 託 費 内 訳 書 を 同 封 す る こ と 。  
  キ  入 札 書 及 び 業 務 委 託 費 内 訳 書 の 撤 回 、 差 替 及 び 再 提 出

は 認 め な い 。  
（ １ ０ ） 開 札 日 時 及 び 場 所  

ア  開 札 日 時   
平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ 日 （ 月 ） 午 前 ９ 時 ０ ０ 分  

イ  開 札 場 所  
〒 ５ １ ９ － ０ １ ９ ５  亀 山 市 本 丸 町 ５ ７ ７ 番 地   
亀 山 市 役 所 ３ 階  理 事 者 控 室  

４  そ の 他   
（ １ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

ア  入 札 保 証 金  
入 札 保 証 金 は 、 入 札 価 格 の １ ０ ０ 分 の ５ 以 上 の 額 と す

る 。 た だ し 、 規 則 第 １ １ 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る 場 合 及 び 亀 山 市 請 負 工 事 指 名 競 争 入 札 参 加 者 選 定 規

程 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 訓 令 第 ３ ０ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 規



定 に よ る 格 付 を 受 け た 者 は 、 免 除 す る も の と す る 。  
イ  契 約 保 証 金  

契 約 保 証 金 は 、 契 約 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ 以 上 の 額 と

す る 。 た だ し 、 規 則 第 ２ ３ 条 第 ２ 項 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る 場 合 は 担 保 の 提 供 を も っ て 代 え る こ と が で き る も

の と す る 。  
な お 、 規 則 第 ２ ５ 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

場 合 は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る も の と す

る 。  
（ ２ ） 入 札 の 無 効  

本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 及 び 虚 偽 の 申 請 を

行 っ た 者 の し た 入 札 、 規 則 第 １ ３ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る 入 札 並 び に 入 札 心 得 に 示 し た 無 効 の 要 件 に 該 当 し た 入

札 は 無 効 と し 、 無 効 の 入 札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 及 び 落 札 候

補 者 と し て い た 場 合 は 、 落 札 及 び 落 札 候 補 の 決 定 を 取 り 消

す も の と す る 。  
な お 、 競 争 参 加 資 格 を 確 認 さ れ た 者 で あ っ て も 、 参 加 資

格 確 認 申 請 書 の 提 出 日 か ら 落 札 決 定 日 ま で の 期 間 中 に 、 亀

山 市 建 設 工 事 等 に 係 る 指 名 停 止 措 置 要 綱 に 基 づ く 指 名 停 止

を 受 け る 等 、 ２ の 競 争 参 加 資 格 に 関 す る 事 項 に 掲 げ る 条 件

を 満 た し て い な い 者 は 、 競 争 参 加 資 格 の な い 者 に 該 当 す る

も の と す る 。  
（ ３ ） 落 札 候 補 者 の 決 定  

ア  規 則 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ き 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限

の 範 囲 内 で 、 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ た 入

札 者 を 落 札 候 補 者 と す る 。  
イ  落 札 候 補 者 と な る 額 の 入 札 を し た 者 が ２ 人 以 上 あ る と

き は 、 当 該 入 札 立 会 人 に よ る く じ 引 き に よ り 落 札 候 補 者

を 決 定 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 立 会 人 の う ち

く じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 え て 、 当 該 入

札 事 務 に 関 係 な い 職 員 に く じ を 引 か せ る も の と す る 。  
（ ４ ） 落 札 者 の 決 定  

ア  落 札 者 を 決 定 し た と き は 、 落 札 者 に 対 し て 落 札 確 認 書

に よ り そ の 旨 を 通 知 す る 。  



イ  落 札 候 補 者 に つ い て 、 亀 山 市 建 設 工 事 等 談 合 情 報 取 扱

規 程 （ 平 成 １ ９ 年 亀 山 市 訓 令 第 １ 号 ） に 規 定 す る 談 合 情

報 の 提 供 が あ っ た 場 合 は 、 原 則 と し て 、 落 札 決 定 を 保 留

す る も の と す る 。  
（ ５ ） 落 札 の 失 効  

市 長 か ら 契 約 を 締 結 す る 旨 の 通 知 を 受 け た 日 か ら ５ 日 以

内 に 契 約 書 又 は 請 書 を 提 出 し な い と き は 、 規 則 第 ２ ０ 条 第

２ 項 の 規 定 に よ り 、 そ の 落 札 者 は 契 約 締 結 の 権 利 を 失 う も

の と す る 。  
（ ６ ） 契 約 の 締 結 の 中 止  

落 札 決 定 後 、 会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 申 立 て が

な さ れ た 場 合 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 申 立 て

が な さ れ た 場 合 は 、 当 該 請 負 者 の 施 工 能 力 等 （ 施 工 計 画 、

資 金 計 画 等 を 含 む 。 ） を 判 断 し 、 契 約 を 締 結 し な い こ と が

あ る 。  
ま た 、 落 札 決 定 後 、 入 札 参 加 資 格 の 制 限 又 は 亀 山 市 建 設

工 事 等 に 係 る 指 名 停 止 措 置 要 綱 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け た

場 合 は 、 契 約 を 締 結 し な い こ と が あ る 。  
（ ７ ） 支 払 条 件  

ア  前 金 払  
（ ア ） 前 金 払 は 、 亀 山 市 会 計 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規 則

第 ３ ４ 号 ） 第 ４ ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る も の に つ い て

す る こ と が で き る 。  
（ イ ） 前 金 払 を す る 場 合 の 限 度 額 は 、 亀 山 市 会 計 規 則 第 ４

５ 条 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  
イ  部 分 払  
（ ア ） 部 分 払 は 、 亀 山 市 会 計 規 則 第 ４ ７ 条 第 １ 項 に 定 め る

と こ ろ に よ り 行 う こ と が で き る 。  
（ イ ） 部 分 払 を す る 場 合 は 、 亀 山 市 会 計 規 則 第 ４ ７ 条 第 ２

項 各 号 に 定 め る 回 数 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  
（ ８ ） 変 更 請 負 額  

契 約 後 の 設 計 変 更 に 際 し て は 、 当 初 の 請 負 比 率 で 変 更 請

負 額 を 算 定 す る も の と す る 。  
（ ９ ） 入 札 の 中 止 等  



不 正 の 入 札 が 行 わ れ る お そ れ が あ る と 認 め る と き 、 災 害

そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が 生 じ た と き は 、 入 札 を 延 期 又 は

中 止 す る こ と が あ る 。  
ま た 、 入 札 者 が １ 者 だ け の 場 合 は 、 入 札 を 中 止 す る こ と

が あ る 。 こ の 場 合 に お け る 費 用 は 、 入 札 者 の 負 担 と す る 。  
（ １ ０ ）入 札 、契 約 等 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 は 、

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。  
（ １ １ ） 落 札 者 は 、 配 置 予 定 の 主 任 技 術 者 等 と し て 参 加 資 格 確

認 申 請 書 に 記 載 し た 技 術 者 を 契 約 時 に 配 置 し な け れ ば な ら

な い 。  
な お 、 契 約 時 に 配 置 で き な い 場 合 は 、 不 正 又 は 不 誠 実 な

行 為 と み な し 亀 山 市 建 設 工 事 等 指 名 停 止 措 置 要 綱 に 基 づ く

指 名 停 止 を 行 う こ と が あ る 。  
（ １ ２ ） 参 加 資 格 確 認 申 請 書 又 は 提 出 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た

場 合 は 、 不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 と み な し 亀 山 市 建 設 工 事 等

に 係 る 指 名 停 止 措 置 要 綱 に 基 づ く 指 名 停 止 を 行 う こ と が あ

る 。  
（ １ ３ ） 本 入 札 及 び 契 約 後 に お い て 、 不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 が

あ っ た 場 合 は 、 適 切 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  
（ １ ４ ） 電 子 メ ー ル 等 の 通 信 事 故 に つ い て は 、 市 は い か な る 責

任 も 負 わ な い も の と す る 。  
（ １ ５ ） 本 公 告 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先  

〒 ５ １ ９ － ０ １ ５ １  亀 山 市 若 山 町 ７ 番 ３ ０ 号   
    亀 山 市 歴 史 博 物 館    

電 話 ０ ５ ９ ５ － ８ ３ － ３ ０ ０ ０   
フ ァ ク シ ミ リ ０ ５ ９ ５ － ８ ３ － ３ ３ ３ ４  
メ ー ル r e c e p @ k a m e y a m a r e k i h a k u . j p  


